
【資料３－１】

ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種周知啓発業務委託企画提案競技審査委員会設置要領

（目的）

第１条 この要領は、第２条に掲げる業務委託の企画提案競技審査委員会（以下「審査委員

会」という。）の組織及び運営に関して必要な事項を定める。

（所掌事務）

第２条 審査委員会は、「ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種周知啓発業務委託」に係る企

画提案内容の審査及び委託候補者の選定に関する事項を所掌する。

（組織）

第３条 審査委員会の委員は、次の者をもって構成する。

（１）秋田県健康福祉部次長

（２）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課長

（３）秋田県健康福祉部保健・疾病対策課健康危機管理チーム予防接種担当

２ 審査委員会には審査委員長（以下「委員長」という。）を置き、委員長は秋田県健康福

祉部次長が務める。

（運営）

第４条 委員長は会務を総括し、審査委員会を代表する。

２ 審査委員会の事務局は、秋田県健康福祉部保健・疾病対策課に置く。

（会議）

第５条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

３ 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

４ 審査委員会の会議は、非公開とする。

（審査の実施及び基準等）

第６条 審査は、企画提案書による書面審査により実施する。

２ 審査は、別に定める審査基準に基づき評価する。

（委託候補者の決定方法）

第７条 委託候補者は、企画提案書によるプレゼンテーションの審査結果に基づき、審査委

員の協議により選出された第１順位者とする。



（その他）

第８条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。

附則

この要領は、令和６年７月５日から施行する。


